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年

金

学
生
納
付
特
例
の
申
請
手
続

き
が
簡
素
化
さ
れ
ま
す

�

平
成
２０
年
度
も
「
学
生
納

付
特
例
制
度
」
を
利
用
す
る

方
へ

平
成
２０
年
度
も
平
成
１９
年
度
と

同
じ
学
校
に
在
学
す
る
方
に
は
、

学
生
納
付
特
例
申
請
書
（
は
が
き
）

が
送
ら
れ
ま
す
。
こ
の
は
が
き
に

必
要
事
項
を
記
入
し
て
返
送
す
る

こ
と
に
よ
り
、
平
成
２０
年
度
も
学

生
納
付
特
例
申
請
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
在
学
す
る
学
校
に
変

更
の
あ
る
方
は
、
改
め
て
在
学
の

事
実
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
た

め
、
こ
の
は
が
き
で
の
申
請
は
で

き
ま
せ
ん
。
役
場
年
金
担
当
窓
口

又
は
松
山
西
社
会
保
険
事
務
所
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※

学
生
納
付
特
例
制
度
は
、
所

得
の
少
な
い
学
生
の
方
が
、
将

来
、
年
金
を
受
取
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
こ
と
や
、
不
慮
の

事
故
な
ど
に
よ
り
障
害
が
残
っ

て
し
ま
っ
た
場
合
に
、
障
害
基

礎
年
金
を
受
取
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
る
こ
と
な
ど
を
防
止
す

る
た
め
、
本
人
の
申
請
に
よ
り

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る

制
度
で
す
。
学
生
納
付
特
例
は

年
度
ご
と
に
申
請
を
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。

※

前
年
に
所
得
が
あ
る
方
は
、

審
査
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す

の
で
、
７
月
以
降
に
審
査
結
果

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

�

平
成
２０
年
度
は
「
保
険
料

納
付
」
を
希
望
す
る
方
へ

平
成
２０
年
度
は
学
生
納
付
特
例

制
度
を
利
用
せ
ず
、
保
険
料
の
納

付
を
希
望
す
る
方
は
、
松
山
西
社

会
保
険
事
務
所
に
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。特

に
、
保
険
料
を
前
も
っ
て
納

付
す
る
こ
と
に
よ
り
割
引
が
適
用

さ
れ
る
「
前
納
制
度
」
を
利
用
す

る
場
合
、
平
成
２０
年
度
分
の
前
納

の
納
付
期
限
は
、
４
月
３０
日
ま
で

と
な
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

な
お
、
学
生
納
付
特
例
申
請
書

を
提
出
し
な
い
方
に
は
、
平
成
２０

年
度
分
の
納
付
書
が
送
付
さ
れ
ま

す
。

※

便
利
で
お
得
な
口
座
振
替
を

希
望
す
る
方
は
松
山
西
社
会
保

険
事
務
所
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

会
社
を
退
職
し
た
方
は

国
民
年
金
の
手
続
き
が

必
要
で
す

国
民
年
金
制
度
は
、
２０
歳
か
ら

６０
歳
ま
で
の
す
べ
て
の
方
が
加
入

し
、
保
険
料
を
納
め
、
み
ん
な
で

支
え
合
う
制
度
で
す
。

厚
生
年
金
保
険（
共
済
組
合
）に

加
入
し
て
い
る
２０
歳
か
ら
６０
歳
ま

で
の
方
が
、
会
社
を
退
職
し
た
場

合
は
、
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保

険
者
に
な
り
ま
す
。

加
入
手
続
き
は
、
年
金
手
帳
を

持
参
の
う
え
、
役
場
年
金
担
当
窓

口
又
は
松
山
西
社
会
保
険
事
務
所

で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
扶
養
さ
れ

て
い
る
配
偶
者
に
つ
い
て
も
同
様

で
す
。

ま
た
、
退
職
（
失
業
）
に
よ
り

収
入
が
な
い
場
合
に
は
、
国
民
年

金
保
険
料
の
免
除
制
度
が
利
用
で

き
ま
す
。
年
金
手
帳
、
印
鑑
及
び

離
職
票
又
は
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
を
持
参
の
う
え
、
免
除
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
の
加
入
者
は
次
の
３

種
類
と
な
っ
て
い
ま
す
。

○

第
１
号
被
保
険
者
…
自
営
業

者
、
農
林
漁
業
者
や
会
社
を
退

職
し
た
方
な
ど
と
そ
の
配
偶
者

○

第
２
号
被
保
険
者
…
厚
生
年

金
、
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い

る
方
（
会
社
員
、
公
務
員
な
ど
）

○

第
３
号
被
保
険
者
…
第
２
号

被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る

配
偶
者
（
年
収
１
３
０
万
円
未

満
）

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
を

お
送
り
し
ま
す

〜
あ
な
た
の
年
金
記
録
の

確
認
を
お
願
い
し
ま
す
〜

基
礎
年
金
番
号
に
結
び
つ
い
て

い
な
い
記
録
に
つ
い
て
、
平
成
１９

年
１１
月
か
ら
名
寄
せ
作
業
を
開
始

し
、
そ
の
結
果
、
基
礎
年
金
番
号

の
記
録
と
結
び
つ
く
可
能
性
の
あ

る
記
録
が
出
て
き
た
方
に
は
、
１２

月
か
ら
平
成
２０
年
３
月
ま
で
の
間

に
、「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
を
お
送

り
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
外
の
方
に
も
、
順
次
「
ね

ん
き
ん
特
別
便
」
を
お
送
り
し
ま

す
の
で
、
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

●

年
金
受
給
者
へ
は
、
４
月
か

ら
５
月
ま
で
の
間

●

現
役
加
入
者
へ
は
、
６
月
か

ら
１０
月
ま
で
の
間

お
手
数
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

お
手
元
に
届
き
ま
し
た
「
ね
ん
き

ん
特
別
便
」
に
よ
り
、
ご
自
身
の

年
金
記
録
に
記
載
も
れ
や
誤
り
が

な
い
か
を
確
認
の
う
え
、
必
ず
お

手
続
き
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

松
山
西
社
会
保
険
事
務
所

国
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年
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保
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